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告 示 

 

三重県告示第 26 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 5 項において準用する同法第 50 条の 2 の規定により、次

のとおり指定介護機関から当該事業の廃止の届出がありました。 

  令和 4 年 1 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定介護機関の名称 所在地 事業（サービス）の種類 廃止年月日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 訪問看護 令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内

科 呼春の森診療所 
津市一身田上津部田 1581-1 介護予防訪問看護 令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 訪問リハビリテーション 令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 
介護予防訪問リハビリテー
ション 

令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内

科 呼春の森診療所 
津市一身田上津部田 1581-1 居宅療養管理指導 令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 7 月 31 日 

川崎薬局 亀山市能褒野町 79-21 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

川崎薬局 亀山市能褒野町 79-21 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

さくらぎ薬局 伊勢市桜木町 85 番地 160 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

さくらぎ薬局 伊勢市桜木町 85 番地 160 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ジップドラッグ旭が丘薬
局 

鈴鹿市東旭が丘 3-7-12 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ジップドラッグ旭が丘薬

局 
鈴鹿市東旭が丘 3-7-12 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ワイワイデンタルクリニ
ック鈴鹿 

鈴鹿市算所 2-9-19 グリー
ンフォレスト 2-ＤＥ 

居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ワイワイデンタルクリニ
ック鈴鹿 

鈴鹿市算所 2-9-19 グリー
ンフォレスト 2-ＤＥ 

介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

あおば薬局桑名店 桑名市寿町 3-64 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

あおば薬局桑名店 桑名市寿町 3-64 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ハロー薬局 桑名店 桑名市大福字雀塚 472-1 居宅療養管理指導 令和 3 年 10 月 31 日 

ハロー薬局 桑名店 桑名市大福字雀塚 472-1 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 10 月 31 日 

 

三重県告示第 27 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の

2（同法第 54 条の 2 第 5 項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり指定介護機関から当該事業

の廃止の届出がありました。 

  令和 4 年 1 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定介護機関の名称 所在地 事業（サービス）の種類 廃止年月日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 訪問看護 令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 介護予防訪問看護 令和 3 年 7 月 31 日 
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おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 訪問リハビリテーション 令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内

科 呼春の森診療所 
津市一身田上津部田 1581-1 

介護予防訪問リハビリテー

ション 
令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 居宅療養管理指導 令和 3 年 7 月 31 日 

おおにし呼吸器・糖尿病内
科 呼春の森診療所 

津市一身田上津部田 1581-1 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 7 月 31 日 

川崎薬局 亀山市能褒野町 79-21 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

川崎薬局 亀山市能褒野町 79-21 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

さくらぎ薬局 伊勢市桜木町 85 番地 160 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

さくらぎ薬局 伊勢市桜木町 85 番地 160 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ジップドラッグ旭が丘薬

局 
鈴鹿市東旭が丘 3-7-12 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ジップドラッグ旭が丘薬
局 

鈴鹿市東旭が丘 3-7-12 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ワイワイデンタルクリニ
ック鈴鹿 

鈴鹿市算所 2-9-19 グリー
ンフォレスト 2-ＤＥ 

居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ワイワイデンタルクリニ

ック鈴鹿 

鈴鹿市算所 2-9-19 グリー

ンフォレスト 2-ＤＥ 
介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

あおば薬局桑名店 桑名市寿町 3-64 居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

あおば薬局桑名店 桑名市寿町 3-64 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 9 月 30 日 

ハロー薬局 桑名店 桑名市大福字雀塚 472-1 居宅療養管理指導 令和 3 年 10 月 31 日 

ハロー薬局 桑名店 桑名市大福字雀塚 472-1 介護予防居宅療養管理指導 令和 3 年 10 月 31 日 

 

三重県告示第 28 号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 59 条第 1 項の規

定により、次のとおり育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

令和 4 年 1 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関 

の 種 別 
医療機関の名称 所 在 地 

標ぼうしている 

診 療 科 目 

担当しようとする

医 療 の 種 類 

指 定 

年 月 日 

訪問看護 
独立行政法人地域医療機能推進
機構 四日市羽津病院センター
附属訪問看護ステーション 

四日市市羽津山町

10 番 8 号 
 訪問看護 

令和 3 年 

12月 15日 

薬局 シモザト薬局 桑名店 
桑 名 市 星 見 が 丘
3-802-1 

 薬局 
令和 4 年 
1 月 1 日 

薬局 健やか薬局芸濃インター店 
津市高野尾町 1897
番地 76 

 薬局 
令和 4 年 
1 月 1 日 

 

 

公 告 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任

の届出がありました。 

  令和 4 年 1 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

古田井土地改良区（松阪市嬉野新屋庄町 794 番地） 

退任理事 

松阪市嬉野新屋庄町 387 番地 鈴 木   壽 
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 松阪市嬉野黒田町 202 番地                          松 田 広 司 

  〃 嬉野中川町 1020 番地 1                          佐 田 昌 之 

  〃 嬉野黒田町 95 番地 5                          垣 内   寿 

  〃 嬉野野田町 86 番地                          山 田 浩 幸 

  〃 嬉野見永町 247 番地                          伊 藤 良 一 

  〃   〃  686 番地                          清 水 栄 一 

  〃 嬉野新屋庄町 794 番地                          北 川 常 一 

  〃    〃   425 番地 1                          辻   泰 幸 

  〃    〃   429 番地                          南 条 弘 幸 

  〃    〃   51 番地                          前 田 昭 明 

 退任監事 

 松阪市嬉野新屋庄町 99 番地 山 本 達 也 

  〃 嬉野見永町 240 番地 1 渡 邉 賢 一 

 就任理事 

松阪市嬉野新屋庄町 794 番地 北 川 常 一 

  〃 嬉野見永町 246 番地                          伊 藤 正 行 

  〃 嬉野中川町 1020 番地 1                          佐 田 昌 之 

  〃 嬉野黒田町 115 番地 17                          松 井 啓 二 

  〃   〃  354 番地                          大 森 隼一郎 

  〃 嬉野野田町 74 番地                          田 川   登 

  〃 嬉野川原木造町 23 番地                          後 藤 康 彦 

  〃 嬉野新屋庄町 892 番地                          中 西 雅 彦 

  〃    〃   425 番地 1                          辻   泰 幸 

  〃    〃   429 番地                          南 条 弘 幸 

  〃    〃   51 番地                          前 田 昭 明 

 就任監事 

 松阪市嬉野新屋庄町 99 番地 山 本 達 也 

  〃 嬉野中川町 1206 番地 荒 井 雄 一 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任

の届出がありました。 

  令和 4 年 1 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

木曽岬町土地改良区（桑名郡木曽岬町大字西対海地 251 番地） 

 退任理事 

桑名郡木曽岬町大字加路戸 657 番地 諸 戸 修 一 

〃   〃  大字見入 133 番地 加 藤 光 雄 

〃   〃  大字田代 23 番地 伊 藤 孝 雄 

〃   〃  大字小林 39 番地 佐 藤 義 博 

〃   〃  大字和泉 72 番地 加 藤   隆 

〃   〃  大字富田子 84 番地 伊 藤 正 雄 

〃   〃  大字源緑輪中 910 番地 伊 藤 喜 孝 

〃   〃     〃   328 番地 出 口 利 秋 

〃   〃  大字三崎 608 番地 丹 村   巧 

〃   〃  大字雁ヶ地 693 番地 黒 宮   誠 

〃   〃  大字見入 295 番地 宇佐美 典 生 

退任監事 

桑名郡木曽岬町大字近江島 43 番地 伊 藤   守 

〃  〃  大字小和泉 40 番地 服 部 義 正 

〃  〃  大字源緑輪中 223 番地 浅 井 清 孝 
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桑名郡木曽岬町大字外平喜 112 番地 森   正 敏 

就任理事 

桑名郡木曽岬町大字加路戸24番地 森   清 秀 

〃   〃  大字見入 295 番地 宇佐美 典 生 

〃   〃  大字小林 47 番地 伊 藤 佳 美 

〃   〃  大字近江島 50 番地 森   晃 雄 

〃   〃  大字小和泉 21 番地 服 部 貞 光 

〃   〃  大字中和泉 46 番地 1 伊 藤 義 久 

〃   〃  大字源緑輪中 280 番地 花 井 秋 光 

〃   〃     〃   78 番地 伊 藤 友 紀 

〃   〃  大字三崎 482 番地 服 部 良 貴 

〃   〃  大字和泉 72 番地 加 藤   隆 

〃   〃  大字小林 39 番地 佐 藤 義 博 

就任監事 

桑名郡木曽岬町大字見入 133 番地 加 藤 光 雄 

〃   〃  大字源緑輪中 351 番地 太 田 幸 貴 

〃   〃  大字三崎 327 番地 黒 宮 清 春 

〃   〃  大字富田子 243 番地 𥽜     衛 

 

 農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 41 条第 1 項の規定により、公益財団法人三重県農林水産支援センターか

ら農地を利用する権利の設定に関し、裁定の申請がありましたので、同条第 2 項において読み替えて準用する同

法第 38 条第 1 項の規定により公告します。 

  令和 4 年 1 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  申請に係る農地の所在等 

所在・地番 地目 面積（㎡） 

松阪市小片野町字小俣道西 2615 番地  田 916 

2  申請に係る農地の利用の現況 

  対象農地は公告日現在、耕作の目的に供されておらず、今後も耕作の目的に供されないと見込まれる。 

3  申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

裁定手続後に、三重県農林水産支援センターから借受希望者に農地を貸し付ける。 

4  希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額及びその支払の方法 

農地を利用する権利の始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額（円） 支払の方法 

令和 4 年 5 月 1 日 5 か年 32,060 円 
農地を利用する権利の始期までに津
地方法務局に補償金を供託する。 

5  意見書の提出 

  申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 提出期限 

令和 4 年 2 月 4 日 

(2) 提出先 

    三重県松阪農林事務所農政室地域農政課 

(3) 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見の趣旨及びその理由 

カ その他参考となるべき事項 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が
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令和 3 年 7 月 20 日に終了した旨、三重県桑名建設事務所長から通知がありました。 

    令和 4 年 1 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業地域 

    いなべ市北勢町新町 
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